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新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて  

 

 

 このことについて、下記のとおり療養期間の取扱いについて見直しがありましたので、お知ら

せします。 

 

記 

 

療養期間の取扱いについて 

 

 有症状又は無症状患者の療養期間について 

１ 有症状患者 

・発症日から７日間経過し、かつ、症状軽快後 24時間経過した場合には８日目から解 

 除可能 

    

２ 無症状患者（無症状病原体保有者） 

・検体採取日から７日間を経過した場合には８日目に療養解除可能 

  ・５日目の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、５日間経過後（６日目） 

に解除可能 

 

   ※有症状患者については発症日から 10 日間が経過するまで、無症状患者については検体

採取日から 7日間が経過するまでは、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。 

 

  

 


